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町田市市税条例等の一部を改正する条例 

（町田市市税条例の一部改正） 

第１条 町田市市税条例（昭和３６年１２月町田市条例第２３号）の一部を次のよう

に改正する。 

第５条の次に次の５条を加える。 

  （徴収の猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法） 

第５条の２ 地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）第１５条

第３項及び第５項に規定する条例で定める方法は、同条第１項若しくは第２項の

規定による徴収の猶予（以下この条及び次条において「徴収の猶予」という。）を

する期間内又は同条第４項の規定による徴収の猶予をした期間の延長（以下この

条及び次条において「徴収の猶予期間の延長」という。）をする期間内の各月（市

長がやむを得ない事情があると認めるときは、当該期間内の市長が指定する月）

ごとに分割して納付し、又は納入させる方法とする。 

２ 市長は、法第１５条第３項又は第５項の規定により、徴収の猶予又は徴収の猶

予期間の延長に係る徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合においては、

当該分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納

入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めるものとする。 

３ 市長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付期限又は

納入期限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを得ない理

由があると認めるときは、前項の規定により定めた分割納付又は分割納入の各納

付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金

額を変更することができる。 

４ 市長は、第２項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期

限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めたときは、

その旨、当該分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限

又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該徴収の猶予
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又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。 

５ 市長は、第３項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期

限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更したとき

は、その旨、その変更後の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入

期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知

しなければならない。 

（徴収の猶予の申請手続等） 

第５条の３ 法第１５条の２第１項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事

項とする。 

（１）法第１５条第１項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当す

る事実に基づき徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳

細 

（２）納付し、又は納入すべき徴収金の年度、種類、納期限及び金額 

（３）前号の金額のうち徴収の猶予を受けようとする金額 

（４）徴収の猶予を受けようとする期間 

（５）分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか（分割納付

又は分割納入の方法により納付又は納入を行う場合にあっては、分割納付又は

分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの

納付金額又は納入金額を含む。） 

（６）徴収の猶予を受けようとする金額が１００万円を超え、かつ、その期間が３

月を超える場合には、提供しようとする法第１６条第１項各号に掲げる担保の

種類、数量、価額及び所在（その担保が保証人の保証であるときは、保証人の

氏名及び住所又は居所。第５条の５第４項第６号において同じ。）その他担保

に関し参考となるべき事項（担保を提供することができない特別の事情がある

ときは、その事情。同号において同じ。） 

２ 法第１５条の２第１項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。 
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（１）法第１５条第１項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類 

（２）財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類 

（３）徴収の猶予を受けようとする日前１年間の収入及び支出の実績並びに同日以

後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類 

（４）徴収の猶予を受けようとする金額が１００万円を超え、かつ、その期間が３

月を超える場合には、地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号。以下「令」

という。）第６条の１０の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必

要となる書類 

３ 法第１５条の２第２項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

（１）徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細 

（２）第１項第２号から第６号までに掲げる事項 

４ 法第１５条の２第２項及び第３項に規定する条例で定める書類は、第２項第２

号から第４号までに掲げる書類とする。 

５ 法第１５条の２第３項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

（１）徴収の猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度、種類、納期限及び金

額 

（２）徴収の猶予を受けた期間内に当該徴収の猶予を受けた金額を納付し、又は納

入することができないやむを得ない理由 

（３）徴収の猶予期間の延長を受けようとする期間 

（４）第１項第５号及び第６号に掲げる事項 

６ 法第１５条の２第４項に規定する条例で定める書類は、第２項第４号に掲げる

書類とする。 

７ 法第１５条の２第８項に規定する条例で定める期間は、２０日とする。 

（職権による換価の猶予の手続等） 

第５条の４ 第５条の２第１項の規定は、法第１５条の５第２項において読み替え

て準用する法第１５条第３項及び第５項に規定する条例で定める方法について準
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用する。 

２ 第５条の２第２項から第５項までの規定は、法第１５条の５第２項において読

み替えて準用する法第１５条第３項又は第５項の規定により、分割して納付し、

又は納入させる場合について準用する。 

３ 法第１５条の５の２第１項及び第２項に規定する条例で定める書類は、次に掲

げる書類とする。 

（１）第５条の３第２項第２号に掲げる書類 

（２）法第１５条の５第１項の規定による換価の猶予（次号において職権による換

価の猶予という。）を受けようとする日前１年間の収入及び支出の実績並びに同

日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類 

（３）職権による換価の猶予を受けようとする金額が１００万円を超え、かつ、そ

の期間が３月を超える場合には、令第６条の１０の規定により提出すべき書類

その他担保の提供に関し必要となる書類 

（４）分割納付又は分割納入をさせるために必要となる書類 

（申請による換価の猶予の申請手続等） 

第５条の５ 法第１５条の６第１項に規定する条例で定める期間は、３月とする。 

２ 第５条の２第１項の規定は、法第１５条の６第３項において読み替えて準用す

る法第１５条第３項及び第５項に規定する条例で定める方法について準用する。 

３ 第５条の２第２項から第５項までの規定は、法第１５条の６第３項において読

み替えて準用する法第１５条第３項又は第５項の規定により、分割して納付し、

又は納入させる場合について準用する。 

４ 法第１５条の６の２第１項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項と

する。 

（１）徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持

が困難となる事情の詳細 

（２）第５条の３第１項第２号に掲げる事項 
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（３）納付又は納入が困難である金額 

（４）法第１５条の６第１項の規定による換価の猶予（以下この条において申請に

よる換価の猶予という。）を受けようとする期間 

（５）分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納

入期限ごとの納付金額又は納入金額 

（６）申請による換価の猶予を受けようとする金額が１００万円を超え、かつ、そ

の期間が３月を超える場合には、提供しようとする法第１６条第１項各号に掲

げる担保の種類、数量、価額及び所在その他担保に関し参考となるべき事項 

５ 法第１５条の６の２第１項及び第２項に規定する条例で定める書類は、次に掲

げる書類とする。 

（１）第５条の３第２項第２号に掲げる書類 

（２）申請による換価の猶予を受けようとする日前１年間の収入及び支出の実績並

びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類 

（３）申請による換価の猶予を受けようとする金額が１００万円を超え、かつ、そ

の期間が３月を超える場合には、令第６条の１０の規定により提出すべき書類

その他担保の提供に関し必要となる書類 

６ 法第１５条の６の２第２項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項と

する。 

（１）申請による換価の猶予を受けた期間内に当該申請による換価の猶予を受けた

金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由 

（２）申請による換価の猶予をした期間の延長を受けようとする期間 

（３）第４項第２号、第５号及び第６号に掲げる事項 

７ 法第１５条の６の２第３項において準用する法第１５条の２第８項に規定する

条例で定める期間は、２０日とする。 

  （担保を徴する必要がない場合） 

第５条の６ 法第１６条第１項に規定する条例で定める場合は、次に掲げるとおり
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とする。 

（１）猶予に係る金額が１００万円以下である場合 

（２）猶予の期間が３月以内である場合 

（３）担保を徴することができない特別の事情がある場合 

  第６条中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）」を「法」

に改める。 

  第２５条第９項中「寮等の所在」の次に「、法人番号（行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２

条第１５項に規定する法人番号をいう。以下同じ。）（法人番号を有しない者にあっ

ては、名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在及び当該市

内に有する事務所、事業所又は寮等の所在）」を加える。 

  第２６条の２第１項各号列記以外の部分中「までに、」の次に「法第３１７条の３

の２第１項の規定に基づき」を加え、「次に」を「同項各号に」に改め、同項各号を

削り、同条第２項中「までに、」の次に「同条第２項の規定に基づき」を加え、同条

第４項中「場合には、」の次に「法第３１７条の３の２第４項の規定に基づき」を加

え、「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であ

って施行規則で定めるもの」を「同項に規定する電磁的方法」に改める。 

  第２６条の３第１項各号列記以外の部分中「までに、」の次に「法第３１７条の３

の３第１項の規定に基づき」を加え、「次に」を「同項各号に」に改め、同項各号を

削り、同条第２項中「限り、」の次に「法第３１７条の３の３第２項の規定に基づき」

を加え、同条第４項中「場合には、」の次に「法第３１７条の３の３第４項の規定に

基づき」を加える。 

  第４０条第２項中第２号を第３号とし、第１号を第２号とし、同号の前に次の１

号を加える。 

（１）納税義務者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は事務所若しくは事業所の

所在地及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利
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用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。）又は法

人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住

所若しくは居所又は事務所若しくは事業所の所在地） 

第５１条の２第１項第１号中「及び氏名」を「、氏名又は名称及び個人番号（当

該書類を提出する者の個人番号に限る。以下固定資産税について同じ。）又は法人番

号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称。以下

同じ。）」に改める。 

第５１条の３第１項第１号及び第２項第１号中「及び氏名」を「、氏名又は名称

及び個人番号又は法人番号」に改める。 

第５９条第１項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第２項第１号中「及び

氏名又は名称」を「、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号」に改める。 

第６２条第１項第１号及び第６２条の２第１項第１号中「及び氏名又は名称」を

「、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号」に改める。 

第７５条第２項第２号中「氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地」を「住

所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個

人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所

在地及び氏名又は名称）」に改める。 

第７６条第２項第１号中「及び住所」を「、住所及び個人番号（個人番号を有し

ない者にあっては、氏名及び住所）」に改める。 

第１０２条の３第２項第１号中「及び氏名又は名称」を「、氏名又は名称及び個

人番号又は法人番号」に改める。 

第１１０条第１号中「及び氏名又は名称」を「又は事務所若しくは事業所の所在

地、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者

にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称）」に改め

る。 

第１２６条第１項第１号及び第２項第１号並びに第１２８条第２項第１号中「及
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び氏名又は名称」を「、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号」に改める。 

附則第８条の３中「及び氏名又は名称」を「、氏名又は名称及び個人番号又は法

人番号」に改め、同条第３項第１号中「及び氏名」を「、氏名又は名称及び個人番

号又は法人番号」に改める。 

附則第１１条の４中「及び氏名」を「、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号」

に改める。 

附則第２２条第１項第１号中「及び氏名又は名称」を「、氏名又は名称及び個人

番号又は法人番号」に改め、同条第３項第１号中「及び氏名」を「、氏名又は名称

及び個人番号又は法人番号」に改める。 

 （町田市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 町田市市税条例等の一部を改正する条例（平成２６年１０月町田市条例第２

８号）の一部を次のように改正する。 

第１条のうち町田市市税条例第１１条の改正規定中「法人税法第２条第１２号の

１８」を「法第２９２条第１項第１４号」に改め、「に改め、同条第３項中「令」を

「地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号。以下「令」という。）」」を削る。 

附則第１条第４号中「第１１条」を「第１１条第２項」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成２８年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 

（１）第１条中第５条の次に５条を加える改正規定及び第６条の改正規定並びに次条

の規定 平成２８年４月１日 

（２）第２条の規定 公布の日  

（徴収の猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の町田市市税条例（以下「新条例」という。）第５

条の２、第５条の３及び第５条の６（地方税法等の一部を改正する法律（平成２７
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年法律第２号。以下この項において「平成２７年改正法」という。）附則第１条第６

号に掲げる規定による改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下この条

において「平成２８年新法」という。）第１５条第１項又は第２項の規定による徴収

の猶予に係る部分に限る。）の規定は、平成２８年４月１日以後に申請される平成２

８年新法第１５条第１項又は第２項の規定による徴収の猶予について適用し、同日

前に申請された平成２７年改正法附則第１条第６号に掲げる規定による改正前の地

方税法（以下この条において「平成２８年旧法」という。）第１５条第１項又は第２

項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。 

２ 新条例第５条の４及び第５条の６（平成２８年新法第１５条の５第１項の規定に

よる換価の猶予に係る部分に限る。）の規定は、平成２８年４月１日以後にされる同

項の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされた平成２８年旧法第１５

条の５第１項の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。 

３ 新条例第５条の５及び第５条の６（平成２８年新法第１５条の６第１項の規定に

よる換価の猶予に係る部分に限る。）の規定は、平成２８年４月１日以後に同項に規

定する納期限が到来する徴収金について適用する。 

（市民税に関する経過措置） 

第３条 新条例第２５条第９項及び第４０条第２項第１号の規定は、この条例の施行

の日（以下「施行日」という。）以後に提出する新条例第２５条第９項に規定する届

出書又は新条例第４０条第２項に規定する申請書について適用し、施行日前に提出

した第１条の規定による改正前の町田市市税条例（以下「旧条例」という。）第２５

条第９項に規定する届出書又は旧条例第４０条第２項に規定する申請書については、

なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第４条 新条例第５１条の２第１項第１号、第５１条の３第１項第１号及び第２項第

１号、第５９条第２項第１号、第６２条第１項第１号、第６２条の２第１項第１号

並びに附則第８条の３第１項第１号、第２項第１号、第３項第１号、第４項第１号、
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第５項第１号、第６項第１号、第７項第１号、第８項第１号、第９項第１号及び第

１０項第１号、第１１条の４第２項第１号、第３項第１号及び第４項第１号並びに

第２２条第１項第１号及び第３項第１号の規定は、施行日以後に提出する新条例第

５１条の２第１項、第５１条の３第１項及び第２項並びに附則第２２条第３項に規

定する申出書、新条例第５９条第２項並びに附則第１１条の４第３項及び第４項に

規定する申請書又は新条例第６２条第１項、第６２条の２第１項並びに附則第８条

の３各項、第１１条の４第２項及び第２２条第１項に規定する申告書について適用

し、施行日前に提出した旧条例第５１条の２第１項、第５１条の３第１項及び第２

項並びに附則第２２条第３項に規定する申出書、旧条例第５９条第２項並びに附則

第１１条の４第３項及び第４項に規定する申請書又は旧条例第６２条第１項、第６

２条の２第１項並びに附則第８条の３各項、第１１条の４第２項及び第２２条第１

項に規定する申告書については、なお従前の例による。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第５条 新条例第７５条第２項第２号及び第７６条第２項第１号の規定は、施行日以

後に提出する新条例第７５条第２項並びに第７６条第２項及び第３項に規定する申

請書について適用し、施行日前に提出した旧条例第７５条第２項並びに第７６条第

２項及び第３項に規定する申請書については、なお従前の例による。 

 （特別土地保有税に関する経過措置） 

第６条 新条例第１０２条の３第２項第１号の規定は、施行日以後に提出する同項に

規定する申請書について適用し、施行日前に提出した旧条例第１０２条の３第２項

に規定する申請書については、なお従前の例による。 

（入湯税に関する経過措置） 

第７条 新条例第１１０条第１号の規定は、施行日以後に行う同条の規定による申告

について適用し、施行日前に行った旧条例第１１０条の規定による申告については、

なお従前の例による。 

（事業所税に関する経過措置） 
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第８条 新条例第１２６条第１項第１号及び第２項第１号並びに第１２８条第２項第

１号の規定は、施行日以後に行う新条例第１２６条第１項及び第２項の規定による

申告又は施行日以後に提出する新条例第１２８条第２項に規定する申請書について

適用し、施行日前に行った旧条例第１２６条第１項及び第２項の規定による申告又

は施行日前に提出した旧条例第１２８条第２項に規定する申請書については、なお

従前の例による。 
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＿部分は改正部分 

町田市市税条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（徴収の猶予に係る徴収金の分割納付又は分

割納入の方法） 

第５条の２ 地方税法（昭和２５年法律第２２

６号。以下「法」という。）第１５条第３項

及び第５項に規定する条例で定める方法は、

同条第１項若しくは第２項の規定による徴収

の猶予（以下この条及び次条において「徴収

の猶予」という。）をする期間内又は同条第

４項の規定による徴収の猶予をした期間の延

長（以下この条及び次条において「徴収の猶

予期間の延長」という。）をする期間内の各

月（市長がやむを得ない事情があると認める

ときは、当該期間内の市長が指定する月）ご

とに分割して納付し、又は納入させる方法と

する。 

２ 市長は、法第１５条第３項又は第５項の規

定により、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の

延長に係る徴収金を分割して納付し、又は納

入させる場合においては、当該分割納付又は

分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各

納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は

納入金額を定めるものとする。 

３ 市長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の

延長を受けた者がその納付期限又は納入期限

までに納付し、又は納入することができない

ことにつきやむを得ない理由があると認める

ときは、前項の規定により定めた分割納付又

は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び

各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又

は納入金額を変更することができる。 

４ 市長は、第２項の規定により分割納付又は

分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各

納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は

納入金額を定めたときは、その旨、当該分割

納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期

限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付

金額又は納入金額その他必要な事項を当該徴

収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受
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＿部分は改正部分 

町田市市税条例新旧対照表 

改正後 改正前 

けた者に通知しなければならない。 

５ 市長は、第３項の規定により分割納付又は

分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各

納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は

納入金額を変更したときは、その旨、その変

更後の各納付期限又は各納入期限及び各納付

期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入

金額その他必要な事項を当該変更を受けた者

に通知しなければならない。 

 （徴収の猶予の申請手続等） 

第５条の３ 法第１５条の２第１項に規定する

条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 （１） 法第１５条第１項各号のいずれかに

該当する事実があること及びその該当する

事実に基づき徴収金を一時に納付し、又は

納入することができない事情の詳細 

 （２） 納付し、又は納入すべき徴収金の年

度、種類、納期限及び金額 

 （３） 前号の金額のうち徴収の猶予を受け

ようとする金額 

 （４） 徴収の猶予を受けようとする期間 

 （５） 分割納付又は分割納入の方法により

納付又は納入を行うかどうか（分割納付又

は分割納入の方法により納付又は納入を行

う場合にあっては、分割納付又は分割納入

の各納付期限又は各納入期限及び各納付期

限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入

金額を含む。） 

 （６） 徴収の猶予を受けようとする金額が

１００万円を超え、かつ、その期間が３月

を超える場合には、提供しようとする法第

１６条第１項各号に掲げる担保の種類、数

量、価額及び所在（その担保が保証人の保

証であるときは、保証人の氏名及び住所又

は居所。第５条の５第４項第６号において

同じ。）その他担保に関し参考となるべき

事項（担保を提供することができない特別

の事情があるときは、その事情。同号にお
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＿部分は改正部分 

町田市市税条例新旧対照表 

改正後 改正前 

いて同じ。） 

２ 法第１５条の２第１項に規定する条例で定

める書類は、次に掲げる書類とする。 

 （１） 法第１５条第１項各号のいずれかに

該当する事実を証するに足りる書類 

 （２） 財産目録その他の資産及び負債の状

況を明らかにする書類 

 （３） 徴収の猶予を受けようとする日前１

年間の収入及び支出の実績並びに同日以後

の収入及び支出の見込みを明らかにする書

類 

 （４） 徴収の猶予を受けようとする金額が

１００万円を超え、かつ、その期間が３月

を超える場合には、地方税法施行令（昭和

２５年政令第２４５号。以下「令」という。）

第６条の１０の規定により提出すべき書類

その他担保の提供に関し必要となる書類 

３ 法第１５条の２第２項に規定する条例で定

める事項は、次に掲げる事項とする。 

 （１） 徴収金を一時に納付し、又は納入す

ることができない事情の詳細 

 （２） 第１項第２号から第６号までに掲げ

る事項 

４ 法第１５条の２第２項及び第３項に規定す

る条例で定める書類は、第２項第２号から第

４号までに掲げる書類とする。 

５ 法第１５条の２第３項に規定する条例で定

める事項は、次に掲げる事項とする。 

 （１） 徴収の猶予期間の延長を受けようと

する徴収金の年度、種類、納期限及び金額 

 （２） 徴収の猶予を受けた期間内に当該徴

収の猶予を受けた金額を納付し、又は納入

することができないやむを得ない理由 

 （３） 徴収の猶予期間の延長を受けようと

する期間 

 （４） 第１項第５号及び第６号に掲げる事

項 

６ 法第１５条の２第４項に規定する条例で定
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＿部分は改正部分 

町田市市税条例新旧対照表 

改正後 改正前 

める書類は、第２項第４号に掲げる書類とす

る。 

７ 法第１５条の２第８項に規定する条例で定

める期間は、２０日とする。 

 （職権による換価の猶予の手続等） 

第５条の４ 第５条の２第１項の規定は、法第

１５条の５第２項において読み替えて準用す

る法第１５条第３項及び第５項に規定する条

例で定める方法について準用する。 

２ 第５条の２第２項から第５項までの規定

は、法第１５条の５第２項において読み替え

て準用する法第１５条第３項又は第５項の規

定により、分割して納付し、又は納入させる

場合について準用する。 

３ 法第１５条の５の２第１項及び第２項に規

定する条例で定める書類は、次に掲げる書類

とする。 

 （１） 第５条の３第２項第２号に掲げる書

 類 

 （２） 法第１５条の５第１項の規定による

換価の猶予（次号において職権による換価

の猶予という。）を受けようとする日前１

年間の収入及び支出の実績並びに同日以後

の収入及び支出の見込みを明らかにする書

類 

 （３） 職権による換価の猶予を受けようと

する金額が１００万円を超え、かつ、その

期間が３月を超える場合には、令第６条の

１０の規定により提出すべき書類その他担

保の提供に関し必要となる書類 

 （４） 分割納付又は分割納入をさせるため

に必要となる書類 

 （申請による換価の猶予の申請手続等） 

第５条の５ 法第１５条の６第１項に規定する

条例で定める期間は、３月とする。 

２ 第５条の２第１項の規定は、法第１５条の

６第３項において読み替えて準用する法第１

５条第３項及び第５項に規定する条例で定め
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＿部分は改正部分 

町田市市税条例新旧対照表 

改正後 改正前 

る方法について準用する。 

３ 第５条の２第２項から第５項までの規定

は、法第１５条の６第３項において読み替え

て準用する法第１５条第３項又は第５項の規

定により、分割して納付し、又は納入させる

場合について準用する。 

４ 法第１５条の６の２第１項に規定する条例

で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

 （１） 徴収金を一時に納付し、又は納入す

ることにより事業の継続又は生活の維持が

困難となる事情の詳細 

 （２） 第５条の３第１項第２号に掲げる事

項 

 （３） 納付又は納入が困難である金額 

 （４） 法第１５条の６第１項の規定による

換価の猶予（以下この条において申請によ

る換価の猶予という。）を受けようとする

期間 

 （５） 分割納付又は分割納入の各納付期限

又は各納入期限及び各納付期限又は各納入

期限ごとの納付金額又は納入金額 

 （６） 申請による換価の猶予を受けようと

する金額が１００万円を超え、かつ、その

期間が３月を超える場合には、提供しよう

とする法第１６条第１項各号に掲げる担保

の種類、数量、価額及び所在その他担保に

関し参考となるべき事項 

５ 法第１５条の６の２第１項及び第２項に規

定する条例で定める書類は、次に掲げる書類

とする。 

 （１） 第５条の３第２項第２号に掲げる書

類 

 （２） 申請による換価の猶予を受けようと

する日前１年間の収入及び支出の実績並び

に同日以後の収入及び支出の見込みを明ら

かにする書類 

 （３） 申請による換価の猶予を受けようと

する金額が１００万円を超え、かつ、その
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＿部分は改正部分 

町田市市税条例新旧対照表 

改正後 改正前 

期間が３月を超える場合には、令第６条の

１０の規定により提出すべき書類その他担

保の提供に関し必要となる書類 

６ 法第１５条の６の２第２項に規定する条例

で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

 （１） 申請による換価の猶予を受けた期間

内に当該申請による換価の猶予を受けた金

額を納付し、又は納入することができない

やむを得ない理由 

 （２） 申請による換価の猶予をした期間の

延長を受けようとする期間 

 （３） 第４項第２号、第５号及び第６号に

掲げる事項 

７ 法第１５条の６の２第３項において準用す

る法第１５条の２第８項に規定する条例で定

める期間は、２０日とする。 

 （担保を徴する必要がない場合） 

第５条の６ 法第１６条第１項に規定する条例

で定める場合は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 猶予に係る金額が１００万円以下で

ある場合 

（２） 猶予の期間が３月以内である場合 

（３） 担保を徴することができない特別の

事情がある場合 

（公示送達） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公示送達） 

第６条 法第２０条の２の規定による公示送達

は、町田市公告式条例（昭和３３年２月町田

市条例第３号）第２条に規定する掲示場に掲

示して行なうものとする。 

第６条 地方税法（昭和２５年法律第２２６号。

以下「法」という。）第２０条の２の規定に

よる公示送達は、町田市公告式条例（昭和３

３年２月町田市条例第３号）第２条に規定す

る掲示場に掲示して行なうものとする。 

（市民税の申告） （市民税の申告） 

第２５条 略 第２５条 略 

２～８ 略 ２～８ 略 

９ 新たに第１１条第１項第３号又は第４号の

者に該当することとなった者は、当該該当す

ることとなった日から６０日以内に、その名

称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所

又は事業所の所在、当該市内に有する事務所、

９ 新たに第１１条第１項第３号又は第４号の

者に該当することとなった者は、当該該当す

ることとなった日から６０日以内に、その名

称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所

又は事業所の所在、当該市内に有する事務所、

- 6 -



＿部分は改正部分 

町田市市税条例新旧対照表 

改正後 改正前 

事業所又は寮等の所在、法人番号（行政手続

における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律（平成２５年法律第２７

号）第２条第１５項に規定する法人番号をい

う。以下同じ。）（法人番号を有しない者に

あっては、名称、代表者又は管理人の氏名、

主たる事務所又は事業所の所在及び当該市内

に有する事務所、事業所又は寮等の所在）、

当該該当することとなった日その他必要な事

項を記載した届出書を市長に提出しなければ

ならない。 

事業所又は寮等の所在、当該該当することと

なった日その他必要な事項を記載した届出書

を市長に提出しなければならない。 

１０ 略 １０ 略 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族

申告書） 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族

申告書） 

第２６条の２ 所得税法第１９４条第１項の規

定により同項に規定する申告書を提出しなけ

ればならない者（以下この条において「給与

所得者」という。）で市内に住所を有するも

のは、当該申告書の提出の際に経由すべき同

項の給与等の支払者（以下この条において「給

与支払者」という。）から毎年最初に給与の

支払を受ける日の前日までに、法第３１７条

の３の２第１項の規定に基づき施行規則で定

めるところにより、同項各号に掲げる事項を

記載した申告書を、当該給与支払者を経由し

て、市長に提出しなければならない。 

第２６条の２ 所得税法第１９４条第１項の規

定により同項に規定する申告書を提出しなけ

ればならない者（以下この条において「給与

所得者」という。）で市内に住所を有するも

のは、当該申告書の提出の際に経由すべき同

項の給与等の支払者（以下この条において「給

与支払者」という。）から毎年最初に給与の

支払を受ける日の前日までに、施行規則で定

めるところにより、次に掲げる事項を記載し

た申告書を、当該給与支払者を経由して、市

長に提出しなければならない。 

 （１） 当該給与支払者の氏名又は名称 

 （２） 扶養親族の氏名 

 （３） その他施行規則で定める事項 

２ 前項又は法第３１７条の３の２第１項の規

定による申告書を提出した給与所得者で市内

に住所を有するものは、その年の中途におい

て当該申告書に記載した事項について異動を

生じた場合には、前項又は法第３１７条の３

の２第１項の給与支払者からその異動を生じ

た日後最初に給与の支払を受ける日の前日ま

でに、同条第２項の規定に基づき施行規則で

定めるところにより、その異動の内容その他

２ 前項又は法第３１７条の３の２第１項の規

定による申告書を提出した給与所得者で市内

に住所を有するものは、その年の中途におい

て当該申告書に記載した事項について異動を

生じた場合には、前項又は法第３１７条の３

の２第１項の給与支払者からその異動を生じ

た日後最初に給与の支払を受ける日の前日ま

でに、施行規則で定めるところにより、その

異動の内容その他施行規則で定める事項を記
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＿部分は改正部分 

町田市市税条例新旧対照表 

改正後 改正前 

施行規則で定める事項を記載した申告書を、

当該給与支払者を経由して、市長に提出しな

ければならない。 

載した申告書を、当該給与支払者を経由して、

市長に提出しなければならない。 

３ 略 ３ 略 

４ 給与所得者は、第１項及び第２項の規定に

よる申告書の提出の際に経由すべき給与支払

者が所得税法第１９８条第２項に規定する納

税地の所轄税務署長の承認を受けている場合

には、法第３１７条の３の２第４項の規定に

基づき施行規則で定めるところにより、当該

申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対

し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方

法（同項に規定する電磁的方法をいう。次条

第４項において同じ。）により提供すること

ができる。 

４ 給与所得者は、第１項及び第２項の規定に

よる申告書の提出の際に経由すべき給与支払

者が所得税法第１９８条第２項に規定する納

税地の所轄税務署長の承認を受けている場合

には、施行規則で定めるところにより、当該

申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対

し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方

法（電子情報処理組織を使用する方法その他

の情報通信の技術を利用する方法であって施

行規則で定めるものをいう。次条第４項にお

いて同じ。）により提供することができる。 

５ 略 ５ 略 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶

養親族申告書） 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶

養親族申告書） 

第２６条の３ 所得税法第２０３条の５第１項

の規定により同項に規定する申告書を提出し

なければならない者（以下この条において「公

的年金等受給者」という。）で市内に住所を

有するものは、当該申告書の提出の際に経由

すべき同項の公的年金等の支払者（以下この

条において「公的年金等支払者」という。）

から毎年最初に同項に規定する公的年金等の

支払を受ける日の前日までに、法第３１７条

の３の３第１項の規定に基づき施行規則で定

めるところにより、同項各号に掲げる事項を

記載した申告書を、当該公的年金等支払者を

経由して、市長に提出しなければならない。 

第２６条の３ 所得税法第２０３条の５第１項

の規定により同項に規定する申告書を提出し

なければならない者（以下この条において「公

的年金等受給者」という。）で市内に住所を

有するものは、当該申告書の提出の際に経由

すべき同項の公的年金等の支払者（以下この

条において「公的年金等支払者」という。）

から毎年最初に同項に規定する公的年金等の

支払を受ける日の前日までに、施行規則で定

めるところにより、次に掲げる事項を記載し

た申告書を、当該公的年金等支払者を経由し

て、市長に提出しなければならない。 

 （１） 当該公的年金等支払者の名称 

 （２） 扶養親族の氏名 

 （３） その他施行規則で定める事項 

２ 前項又は法第３１７条の３の３第１項の規

定による申告書を公的年金等支払者を経由し

て提出する場合において、当該申告書に記載

２ 前項又は法第３１７条の３の３第１項の規

定による申告書を公的年金等支払者を経由し

て提出する場合において、当該申告書に記載
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＿部分は改正部分 

町田市市税条例新旧対照表 

改正後 改正前 

すべき事項がその年の前年において当該公的

年金等支払者を経由して提出した前項又は法

第３１７条の３の３第１項の規定による申告

書に記載した事項と異動がないときは、公的

年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所

得税法第２０３条の５第２項に規定する国税

庁長官の承認を受けている場合に限り、法第

３１７条の３の３第２項の規定に基づき施行

規則で定めるところにより、前項又は法第３

１７条の３の３第１項の規定により記載すべ

き事項に代えて当該異動がない旨を記載した

前項又は法第３１７条の３の３第１項の規定

による申告書を提出することができる。 

すべき事項がその年の前年において当該公的

年金等支払者を経由して提出した前項又は法

第３１７条の３の３第１項の規定による申告

書に記載した事項と異動がないときは、公的

年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所

得税法第２０３条の５第２項に規定する国税

庁長官の承認を受けている場合に限り、施行

規則で定めるところにより、前項又は法第３

１７条の３の３第１項の規定により記載すべ

き事項に代えて当該異動がない旨を記載した

前項又は法第３１７条の３の３第１項の規定

による申告書を提出することができる。 

３ 略 ３ 略 

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による

申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支

払者が所得税法第２０３条の５第５項に規定

する納税地の所轄税務署長の承認を受けてい

る場合には、法第３１７条の３の３第４項の

規定に基づき施行規則で定めるところによ

り、当該申告書の提出に代えて、当該公的年

金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき

事項を電磁的方法により提供することができ

る。 

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による

申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支

払者が所得税法第２０３条の５第５項に規定

する納税地の所轄税務署長の承認を受けてい

る場合には、施行規則で定めるところにより、

当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等

支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項

を電磁的方法により提供することができる。 

５ 略 ５ 略 

（市民税の減免） （市民税の減免） 

第４０条 略 第４０条 略 

２ 前項の規定によって市民税の減免を受けよ

うとする者は、第１期分の納期限内に次に掲

げる事項を記載した申請書に減免を受けよう

とする事由を証明する書類を添付して市長に

提出しなければならない。ただし、第１期分

の納期限経過後に申請のあったものについて

は、その後に到来する納期限に係る分からこ

れを適用する。 

２ 前項の規定によって市民税の減免を受けよ

うとする者は、第１期分の納期限内に次に掲

げる事項を記載した申請書に減免を受けよう

とする事由を証明する書類を添付して市長に

提出しなければならない。ただし、第１期分

の納期限経過後に申請のあったものについて

は、その後に到来する納期限に係る分からこ

れを適用する。 

（１） 納税義務者の氏名又は名称、住所若

しくは居所又は事務所若しくは事業所の所

在地及び個人番号（行政手続における特定
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＿部分は改正部分 

町田市市税条例新旧対照表 

改正後 改正前 

の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律第２条第５項に規定する個人番号

をいう。以下同じ。）又は法人番号（個人

番号又は法人番号を有しない者にあって

は、氏名又は名称及び住所若しくは居所又

は事務所若しくは事業所の所在地） 

（２） 略 

（３） 略 

（１） 略 

（２） 略 

３ 略 ３ 略 

（施行規則第１５条の３第２項の規定による

補正の方法の申出） 

（施行規則第１５条の３第２項の規定による

補正の方法の申出） 

第５１条の２ 施行規則第１５条の３第２項の

規定による補正の方法の申出は、当該家屋に

係る区分所有者の代表者が毎年１月３１日ま

でに次の各号に掲げる事項を記載した申出書

を市長に提出して行わなければならない。 

第５１条の２ 施行規則第１５条の３第２項の

規定による補正の方法の申出は、当該家屋に

係る区分所有者の代表者が毎年１月３１日ま

でに次の各号に掲げる事項を記載した申出書

を市長に提出して行わなければならない。 

（１） 代表者の住所、氏名又は名称及び個

人番号（当該書類を提出する者の個人番号

に限る。以下固定資産税について同じ。）

又は法人番号（個人番号又は法人番号を有

しない者にあっては、住所及び氏名又は名

称。以下同じ。） 

（１） 代表者の住所及び氏名 

（２）～（４） 略 （２）～（４） 略 

２ 略 ２ 略 

（法第３５２条の２第５項及び第６項の規定

による固定資産税額のあん分の申出） 

（法第３５２条の２第５項及び第６項の規定

による固定資産税額のあん分の申出） 

第５１条の３ 法第３５２条の２第５項の規定

による同条第１項第１号に掲げる要件に該当

する同項に規定する共用土地で同項第２号に

掲げる要件に該当しないものに係る固定資産

税額のあん分の申出は、同項に規定する共用

土地納税義務者の代表者が毎年１月３１日ま

でに次の各号に掲げる事項を記載した申出書

を市長に提出して行わなければならない。 

第５１条の３ 法第３５２条の２第５項の規定

による同条第１項第１号に掲げる要件に該当

する同項に規定する共用土地で同項第２号に

掲げる要件に該当しないものに係る固定資産

税額のあん分の申出は、同項に規定する共用

土地納税義務者の代表者が毎年１月３１日ま

でに次の各号に掲げる事項を記載した申出書

を市長に提出して行わなければならない。 

（１） 代表者の住所、氏名又は名称及び個

人番号又は法人番号 

（１） 代表者の住所及び氏名 

（２）～（５） 略 （２）～（５） 略 
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＿部分は改正部分 

町田市市税条例新旧対照表 

改正後 改正前 

２ 法第３５２条の２第６項に規定する特定被

災共用土地（以下この項及び次項において「特

定被災共用土地」という。）に係る固定資産

税額のあん分の申出は、同条第６項に規定す

る特定被災共用土地納税義務者（第５号及び

第４項において「特定被災共用土地納税義務

者」という。）の代表者が法第３４９条の３

の３第１項に規定する被災年度（第３号及び

第６２条の２において「被災年度」という。）

の翌年度又は翌々年度（法第３４９条の３の

３第１項に規定する避難の指示等（第６２条

の２において「避難の指示等」という。）が

行われた場合において、法第３４９条の３の

３第１項に規定する避難等解除日（以下この

項及び第６２条の２において「避難等解除日」

という。）の属する年が法第３４９条の３の

３第１項に規定する被災年（第６２条の２に

おいて「被災年」という。）の翌年以後の年

であるときは、当該被災年度の翌年度から避

難等解除日の属する年の１月１日以後３年を

経過する日を賦課期日とする年度までの各年

度）の初日の属する年の１月３１日までに次

の各号に掲げる事項を記載し、かつ、第４号

に掲げる事実を証する書類を添付した申出書

を市長に提出して行わなければならない。 

２ 法第３５２条の２第６項に規定する特定被

災共用土地（以下この項及び次項において「特

定被災共用土地」という。）に係る固定資産

税額のあん分の申出は、同条第６項に規定す

る特定被災共用土地納税義務者（第５号及び

第４項において「特定被災共用土地納税義務

者」という。）の代表者が法第３４９条の３

の３第１項に規定する被災年度（第３号及び

第６２条の２において「被災年度」という。）

の翌年度又は翌々年度（法第３４９条の３の

３第１項に規定する避難の指示等（第６２条

の２において「避難の指示等」という。）が

行われた場合において、法第３４９条の３の

３第１項に規定する避難等解除日（以下この

項及び第６２条の２において「避難等解除日」

という。）の属する年が法第３４９条の３の

３第１項に規定する被災年（第６２条の２に

おいて「被災年」という。）の翌年以後の年

であるときは、当該被災年度の翌年度から避

難等解除日の属する年の１月１日以後３年を

経過する日を賦課期日とする年度までの各年

度）の初日の属する年の１月３１日までに次

の各号に掲げる事項を記載し、かつ、第４号

に掲げる事実を証する書類を添付した申出書

を市長に提出して行わなければならない。 

（１） 代表者の住所、氏名又は名称及び個

人番号又は法人番号 

（１） 代表者の住所及び氏名 

（２）～（６） 略 （２）～（６） 略 

３・４ 略 ３・４ 略 

（固定資産税の減免） （固定資産税の減免） 

第５９条 市長は、次の各号のいずれかに該当

する固定資産のうち、市長において必要があ

ると認めるものについては、その所有者に対

して課する固定資産税を減免する。 

第５９条 市長は、次の各号の一に該当する固

定資産のうち、市長において必要があると認

めるものについては、その所有者に対して課

する固定資産税を減免する。 

（１）～（４） 略 （１）～（４） 略 

２ 前項の規定によって固定資産税の減免を受

けようとする者は、当該年度の前年度に係る

賦課期日から引き続き当該資産を所有し、か

２ 前項の規定によって固定資産税の減免を受

けようとする者は、当該年度の前年度に係る

賦課期日から引き続き当該資産を所有し、か
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＿部分は改正部分 

町田市市税条例新旧対照表 

改正後 改正前 

つ、その申請すべき事項に異動がないと市長

が認めた場合を除き、第１期分の納期限内に、

次に掲げる事項を記載した申請書にその減免

を受けようとする事由を証明する書類を添付

して市長に提出しなければならない。ただし、

第１期分の納期限経過後申請のあったものに

ついては、その後に到来する納期限に係る分

からこれを適用する。 

つ、その申請すべき事項に異動がないと市長

が認めた場合を除き、第１期分の納期限内に、

次に掲げる事項を記載した申請書にその減免

を受けようとする事由を証明する書類を添付

して市長に提出しなければならない。ただし、

第１期分の納期限経過後申請のあったものに

ついては、その後に到来する納期限に係る分

からこれを適用する。 

（１） 納税義務者の住所、氏名又は名称及

び個人番号又は法人番号 

（１） 納税義務者の住所及び氏名又は名称 

（２）～（５） 略 （２）～（５） 略 

３ 略 ３ 略 

（住宅用地の申告） （住宅用地の申告） 

第６２条 賦課期日において、住宅用地を所有

する者は、当該年度の前年度に係る賦課期日

から引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、

その申告すべき事項に異動がない場合を除

き、当該年度の初日の属する年の１月３１日

までに次の各号に掲げる事項を記載した申告

書を市長に提出しなければならない。ただし、

市長が申告の必要がないと認めたときは、こ

の限りでない。 

第６２条 賦課期日において、住宅用地を所有

する者は、当該年度の前年度に係る賦課期日

から引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、

その申告すべき事項に異動がない場合を除

き、当該年度の初日の属する年の１月３１日

までに次の各号に掲げる事項を記載した申告

書を市長に提出しなければならない。ただし、

市長が申告の必要がないと認めたときは、こ

の限りでない。 

（１） 住宅用地の所有者の住所、氏名又は

名称及び個人番号又は法人番号 

（１） 住宅用地の所有者の住所及び氏名又

は名称 

（２）～（４） 略 （２）～（４） 略 

２ 略 ２ 略 

（被災住宅用地の申告） （被災住宅用地の申告） 

第６２条の２ 法第３４９条の３の３第１項

（同条第２項において準用する場合及び同条

第３項（同条第４項において準用する場合を

含む。）の規定により読み替えて適用される

場合を含む。第５号及び次項において同じ。）

の規定の適用を受けようとする者は、被災年

度の翌年度又は翌々年度（避難の指示等が行

われた場合において、避難等解除日の属する

年が被災年の翌年以後の年であるときは、当

該被災年度の翌年度から避難等解除日の属す

第６２条の２ 法第３４９条の３の３第１項

（同条第２項において準用する場合及び同条

第３項（同条第４項において準用する場合を

含む。）の規定により読み替えて適用される

場合を含む。第５号及び次項において同じ。）

の規定の適用を受けようとする者は、被災年

度の翌年度又は翌々年度（避難の指示等が行

われた場合において、避難等解除日の属する

年が被災年の翌年以後の年であるときは、当

該被災年度の翌年度から避難等解除日の属す
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＿部分は改正部分 

町田市市税条例新旧対照表 

改正後 改正前 

る年の１月１日以後３年を経過する日を賦課

期日とする年度までの各年度）の初日の属す

る年の１月３１日までに次に掲げる事項を記

載し、かつ、第４号に掲げる事実を証する書

類を添付した申告書を市長に提出しなければ

ならない。 

る年の１月１日以後３年を経過する日を賦課

期日とする年度までの各年度）の初日の属す

る年の１月３１日までに次に掲げる事項を記

載し、かつ、第４号に掲げる事実を証する書

類を添付した申告書を市長に提出しなければ

ならない。 

（１） 納税義務者の住所、氏名又は名称及

び個人番号又は法人番号並びに当該納税義

務者が令第５２条の１３第１項第３号から

第５号まで又は第３項第３号から第５号ま

でに掲げる者である場合にあっては、同条

第１項第１号若しくは第２号又は第３項第

１号若しくは第２号に掲げる者との関係 

（１） 納税義務者の住所及び氏名又は名称

並びに当該納税義務者が令第５２条の１３

第１項第３号から第５号まで又は第３項第

３号から第５号までに掲げる者である場合

にあっては、同条第１項第１号若しくは第

２号又は第３項第１号若しくは第２号に掲

げる者との関係 

（２）～（６） 略 （２）～（６） 略 

２ 略 ２ 略 

（軽自動車税の減免） （軽自動車税の減免） 

第７５条 略 第７５条 略 

２ 前項の規定によって軽自動車税の減免を受

けようとする者は納期限内に、当該軽自動車

等について減免を受けようとする税額及び次

の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免

を必要とする事由を証明する書類を添付し、

これを市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定によって軽自動車税の減免を受

けようとする者は納期限内に、当該軽自動車

等について減免を受けようとする税額及び次

の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免

を必要とする事由を証明する書類を添付し、

これを市長に提出しなければならない。 

（１） 略 （１） 略 

（２） 軽自動車等の所有者等の住所又は事

務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名

称及び個人番号又は法人番号（個人番号又

は法人番号を有しない者にあっては、住所

又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏

名又は名称） 

（２） 軽自動車等の所有者等の氏名又は名

称及び住所若しくは居所又は所在地 

（３）～（８） 略 （３）～（８） 略 

３ 略 ３ 略 

（身体障がい者等に対する軽自動車税の減

免） 

（身体障がい者等に対する軽自動車税の減

免） 

第７６条 略 第７６条 略 

２ 前項第１号の規定によって軽自動車税の減

免を受けようとする者は、納期限内に、市長

２ 前項第１号の規定によって軽自動車税の減

免を受けようとする者は、納期限内に、市長
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＿部分は改正部分 

町田市市税条例新旧対照表 

改正後 改正前 

に対して、身体障害者福祉法（昭和２４年法

律第２８３号）第１５条の規定により交付さ

れた身体障害者手帳（戦傷病者特別援護法（昭

和３８年法律第１６８号）第４条の規定によ

り戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体

障害者手帳の交付を受けていないものにあっ

ては、戦傷病者手帳とする。以下本項におい

て「身体障害者手帳」という。）、厚生労働

大臣の定めるところにより交付された療育手

帳（以下本項において「療育手帳」という。）

又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法

律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条の

規定により交付された精神障害者保健福祉手

帳（以下本項において「精神障害者保健福祉

手帳」という。）及び道路交通法（昭和３５

年法律第１０５号）第９２条の規定により交

付された身体障がい者又は身体障がい者等と

生計を一にする者若しくは身体障がい者等を

常時介護する者の運転免許証（以下本項にお

いて「運転免許証」という。）を提示すると

ともに、次の各号に掲げる事項を記載した申

請書を提出しなければならない。 

に対して、身体障害者福祉法（昭和２４年法

律第２８３号）第１５条の規定により交付さ

れた身体障害者手帳（戦傷病者特別援護法（昭

和３８年法律第１６８号）第４条の規定によ

り戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体

障害者手帳の交付を受けていないものにあっ

ては、戦傷病者手帳とする。以下本項におい

て「身体障害者手帳」という。）、厚生労働

大臣の定めるところにより交付された療育手

帳（以下本項において「療育手帳」という。）

又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法

律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条の

規定により交付された精神障害者保健福祉手

帳（以下本項において「精神障害者保健福祉

手帳」という。）及び道路交通法（昭和３５

年法律第１０５号）第９２条の規定により交

付された身体障がい者又は身体障がい者等と

生計を一にする者若しくは身体障がい者等を

常時介護する者の運転免許証（以下本項にお

いて「運転免許証」という。）を提示すると

ともに、次の各号に掲げる事項を記載した申

請書を提出しなければならない。 

（１） 減免を受ける者の氏名、住所及び個

人番号 (個人番号を有しない者にあって

は、氏名及び住所）並びに減免を受ける者

が身体障がい者等と生計を一にする者であ

る場合には、当該身体障がい者等との関係 

（１） 減免を受ける者の氏名及び住所並び

に減免を受ける者が身体障がい者等と生計

を一にする者である場合には、当該身体障

がい者等との関係 

（２）～（６） 略 （２）～（６） 略 

３～５ 略 ３～５ 略 

（特別土地保有税の減免） （特別土地保有税の減免） 

第１０２条の３ 略 第１０２条の３ 略 

２ 前項の規定によって特別土地保有税の減免

を受けようとする者は、納期限前７日までに、

次に掲げる事項を記載した申請書にその減免

を受けようとする事由を証明する書類を添付

して市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定によって特別土地保有税の減免

を受けようとする者は、納期限前７日までに、

次に掲げる事項を記載した申請書にその減免

を受けようとする事由を証明する書類を添付

して市長に提出しなければならない。 

（１） 納税義務者の住所、氏名又は名称及

び個人番号又は法人番号 

（１） 納税義務者の住所及び氏名又は名称 
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＿部分は改正部分 

町田市市税条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（２）・（３） 略 （２）・（３） 略 

３ 略 ３ 略 

（入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告） （入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告） 

第１１０条 鉱泉浴場を経営しようとする者

は、経営開始の日の前日までに、次に掲げる

事項を市長に申告しなければならない。申告

した事項に異動があった場合においては、直

ちにその旨を申告しなければならない。 

第１１０条 鉱泉浴場を経営しようとする者

は、経営開始の日の前日までに、次に掲げる

事項を市長に申告しなければならない。申告

した事項に異動があった場合においては、直

ちにその旨を申告しなければならない。 

（１） 住所又は事務所若しくは事業所の所

在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人

番号（個人番号又は法人番号を有しない者

にあっては、住所又は事務所若しくは事業

所の所在地及び氏名又は名称） 

（１） 住所及び氏名又は名称 

（２）・（３） 略 （２）・（３） 略 

（事業所税の賦課徴収に関する申告義務） （事業所税の賦課徴収に関する申告義務） 

第１２６条 市内において事業所等を新設し、

又は廃止した者（法第７０１条の３４第１項

に規定する法人及び同条第２項に規定する公

益法人等又は人格のない社団等で収益事業を

行わないもの並びに事業年度の中途において

解散若しくは合併した法人又は年の中途にお

いて事業を廃止した個人で第１２０条第１項

又は第２項の規定により事業所税を申告納付

すべきものを除く。）は、その新設又は廃止

の日から１月以内に、次に掲げる事項を市長

に申告しなければならない。 

第１２６条 市内において事業所等を新設し、

又は廃止した者（法第７０１条の３４第１項

に規定する法人及び同条第２項に規定する公

益法人等又は人格のない社団等で収益事業を

行わないもの並びに事業年度の中途において

解散若しくは合併した法人又は年の中途にお

いて事業を廃止した個人で第１２０条第１項

又は第２項の規定により事業所税を申告納付

すべきものを除く。）は、その新設又は廃止

の日から１月以内に、次に掲げる事項を市長

に申告しなければならない。 

（１） 住所、氏名又は名称及び個人番号又

は法人番号 

（１） 住所及び氏名又は名称 

（２）～（５） 略 （２）～（５） 略 

２ 事業所税の納税義務者に事業所用家屋の貸

付けを行う者は、新たに貸付けを行うことと

なった事業所用家屋に関し、当該貸付けを行

った日から２月以内に、次に掲げる事項を市

長に申告しなければならない。 

２ 事業所税の納税義務者に事業所用家屋の貸

付けを行う者は、新たに貸付けを行うことと

なった事業所用家屋に関し、当該貸付けを行

った日から２月以内に、次に掲げる事項を市

長に申告しなければならない。 

（１） 貸付けを行う者の住所、氏名又は名

称及び個人番号又は法人番号 

（１） 貸付けを行う者の住所及び氏名又は

名称 

（２）～（５） 略 （２）～（５） 略 
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＿部分は改正部分 

町田市市税条例新旧対照表 

改正後 改正前 

３ 略 ３ 略 

（事業所税の減免） （事業所税の減免） 

第１２８条 略 第１２８条 略 

２ 前項の規定によって事業所税の減免を受け

ようとする者は、納期限前７日までに、次に

掲げる事項を記載した申請書にその減免を受

けようとする事由を証明する書類を添付して

市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定によって事業所税の減免を受け

ようとする者は、納期限前７日までに、次に

掲げる事項を記載した申請書にその減免を受

けようとする事由を証明する書類を添付して

市長に提出しなければならない。 

（１） 納税義務者の住所、氏名又は名称及

び個人番号又は法人番号 

（１） 納税義務者の住所及び氏名又は名称 

（２）～（４） 略 （２）～（４） 略 

３ 略 ３ 略 

附 則 附 則 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規

定の適用を受けようとする者がすべき申告） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規

定の適用を受けようとする者がすべき申告） 

第８条の３ 法附則第１５条の６第１項又は第

２項の住宅について、これらの規定の適用を

受けようとする者は、当該年度の初日の属す

る年の１月３１日までに次に掲げる事項を記

載した申告書を市長に提出しなければならな

い。ただし、市長が申告の必要がないと認め

たときは、この限りでない。 

第８条の３ 法附則第１５条の６第１項又は第

２項の住宅について、これらの規定の適用を

受けようとする者は、当該年度の初日の属す

る年の１月３１日までに次に掲げる事項を記

載した申告書を市長に提出しなければならな

い。ただし、市長が申告の必要がないと認め

たときは、この限りでない。 

（１） 納税義務者の住所、氏名又は名称及

び個人番号又は法人番号 

（１） 納税義務者の住所及び氏名又は名称 

（２）・（３） 略 （２）・（３） 略 

２ 法附則第１５条の７第１項又は第２項の住

宅について、これらの規定の適用を受けよう

とする者は、当該年度の初日の属する年の１

月３１日までに次に掲げる事項を記載した申

告書に施行規則附則第７条第２項に規定する

書類を添付して市長に提出しなければならな

い。 

２ 法附則第１５条の７第１項又は第２項の住

宅について、これらの規定の適用を受けよう

とする者は、当該年度の初日の属する年の１

月３１日までに次に掲げる事項を記載した申

告書に施行規則附則第７条第２項に規定する

書類を添付して市長に提出しなければならな

い。 

（１） 納税義務者の住所、氏名又は名称及

び個人番号又は法人番号 

（１） 納税義務者の住所及び氏名又は名称 

（２）～（４） 略 （２）～（４） 略 

３ 法附則第１５条の８第１項又は第２項の貸

家住宅の敷地の用に供する土地について、令

３ 法附則第１５条の８第１項又は第２項の貸

家住宅の敷地の用に供する土地について、令
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＿部分は改正部分 

町田市市税条例新旧対照表 

改正後 改正前 

附則第１２条第９項の規定の適用を受けよう

とする者は、当該年度の初日の属する年の１

月３１日までに、次に掲げる事項を記載し、

かつ、施行規則附則第７条第３項各号に掲げ

る書類を添付した申告書を市長に提出しなけ

ればならない。 

附則第１２条第９項の規定の適用を受けよう

とする者は、当該年度の初日の属する年の１

月３１日までに、次に掲げる事項を記載し、

かつ、施行規則附則第７条第３項各号に掲げ

る書類を添付した申告書を市長に提出しなけ

ればならない。 

（１） 所有者の住所、氏名又は名称及び個

人番号又は法人番号 

（１） 所有者の住所及び氏名 

（２）・（３） 略 （２）・（３） 略 

４ 法附則第１５条の８第３項の家屋につい

て、同項の規定の適用を受けようとする者は、

当該年度の初日の属する年の１月３１日まで

に次に掲げる事項を記載した申告書を市長に

提出しなければならない。 

４ 法附則第１５条の８第３項の家屋につい

て、同項の規定の適用を受けようとする者は、

当該年度の初日の属する年の１月３１日まで

に次に掲げる事項を記載した申告書を市長に

提出しなければならない。 

（１） 納税義務者の住所、氏名又は名称及

び個人番号又は法人番号 

（１） 納税義務者の住所及び氏名又は名称 

（２）・（３） 略 （２）・（３） 略 

５ 法附則第１５条の８第４項の貸家住宅につ

いて、同項の規定の適用を受けようとする者

は、当該年度の初日の属する年の１月３１日

までに次に掲げる事項を記載し、かつ、高齢

者の居住の安定確保に関する法律（平成１３

年法律第２６号）第７条第１項の登録を受け

た旨を証する書類及び当該貸家住宅の建設に

要する費用について令附則第１２条第２１項

第２号に規定する補助を受けている旨を証す

る書類を添付した申告書を市長に提出しなけ

ればならない。 

５ 法附則第１５条の８第４項の貸家住宅につ

いて、同項の規定の適用を受けようとする者

は、当該年度の初日の属する年の１月３１日

までに次に掲げる事項を記載し、かつ、高齢

者の居住の安定確保に関する法律（平成１３

年法律第２６号）第７条第１項の登録を受け

た旨を証する書類及び当該貸家住宅の建設に

要する費用について令附則第１２条第２１項

第２号に規定する補助を受けている旨を証す

る書類を添付した申告書を市長に提出しなけ

ればならない。 

（１） 納税義務者の住所、氏名又は名称及

び個人番号又は法人番号 

（１） 納税義務者の住所及び氏名又は名称 

（２）・（３） 略 （２）・（３） 略 

６ 法附則第１５条の８第５項の家屋につい

て、同項の規定の適用を受けようとする者は、

当該年度の初日の属する年の１月３１日まで

に次に掲げる事項を記載した申告書を市長に

提出しなければならない。 

６ 法附則第１５条の８第５項の家屋につい

て、同項の規定の適用を受けようとする者は、

当該年度の初日の属する年の１月３１日まで

に次に掲げる事項を記載した申告書を市長に

提出しなければならない。 

（１） 納税義務者の住所、氏名又は名称及 （１） 納税義務者の住所及び氏名又は名称 
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＿部分は改正部分 

町田市市税条例新旧対照表 

改正後 改正前 

び個人番号又は法人番号 

（２）・（３） 略 （２）・（３） 略 

７ 法附則第１５条の９第１項の耐震基準適合

住宅について、同項の規定の適用を受けよう

とする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐

震改修が完了した日から３月以内に、次に掲

げる事項を記載した申告書に当該耐震改修に

要した費用を証する書類及び当該耐震改修後

の家屋が令附則第１２条第２４項に規定する

基準を満たすことを証する書類を添付して市

長に提出しなければならない。 

７ 法附則第１５条の９第１項の耐震基準適合

住宅について、同項の規定の適用を受けよう

とする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐

震改修が完了した日から３月以内に、次に掲

げる事項を記載した申告書に当該耐震改修に

要した費用を証する書類及び当該耐震改修後

の家屋が令附則第１２条第２４項に規定する

基準を満たすことを証する書類を添付して市

長に提出しなければならない。 

（１） 納税義務者の住所、氏名又は名称及

び個人番号又は法人番号 

（１） 納税義務者の住所及び氏名又は名称 

（２）～（６） 略 （２）～（６） 略 

８ 法附則第１５条の９第４項の高齢者等居住

改修住宅又は同条第５項の高齢者等居住改修

専有部分について、これらの規定の適用を受

けようとする者は、同条第４項に規定する居

住安全改修工事が完了した日から３月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行

規則附則第７条第８項各号に掲げる書類のう

ち市長が必要と認めるものを添付して市長に

提出しなければならない。 

８ 法附則第１５条の９第４項の高齢者等居住

改修住宅又は同条第５項の高齢者等居住改修

専有部分について、これらの規定の適用を受

けようとする者は、同条第４項に規定する居

住安全改修工事が完了した日から３月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行

規則附則第７条第８項各号に掲げる書類のう

ち市長が必要と認めるものを添付して市長に

提出しなければならない。 

（１） 納税義務者の住所、氏名又は名称及

び個人番号又は法人番号 

（１） 納税義務者の住所及び氏名又は名称 

（２）～（７） 略 （２）～（７） 略 

９ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改

修住宅又は同条第１０項の熱損失防止改修専

有部分について、これらの規定の適用を受け

ようとする者は、同条第９項に規定する熱損

失防止改修工事が完了した日から３月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行

規則附則第７条第９項各号に掲げる書類のう

ち市長が必要と認めるものを添付して市長に

提出しなければならない。 

９ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改

修住宅又は同条第１０項の熱損失防止改修専

有部分について、これらの規定の適用を受け

ようとする者は、同条第９項に規定する熱損

失防止改修工事が完了した日から３月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行

規則附則第７条第９項各号に掲げる書類のう

ち市長が必要と認めるものを添付して市長に

提出しなければならない。 

（１） 納税義務者の住所、氏名又は名称及

び個人番号又は法人番号 

（１） 納税義務者の住所及び氏名又は名称 

- 18 -



＿部分は改正部分 

町田市市税条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（２）～（６） 略 （２）～（６） 略 

１０ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準

適合家屋について、同項の規定の適用を受け

ようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係

る耐震改修が完了した日から３月以内に、次

に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附

則第７条第１１項に規定する補助に係る補助

金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促

進に関する法律（平成７年法律第１２３号）

第７条又は附則第３条第１項の規定による報

告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令附則

第１２条第２４項に規定する基準を満たすこ

とを証する書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。 

１０ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準

適合家屋について、同項の規定の適用を受け

ようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係

る耐震改修が完了した日から３月以内に、次

に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附

則第７条第１１項に規定する補助に係る補助

金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促

進に関する法律（平成７年法律第１２３号）

第７条又は附則第３条第１項の規定による報

告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令附則

第１２条第２４項に規定する基準を満たすこ

とを証する書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。 

（１） 納税義務者の住所、氏名又は名称及

び個人番号又は法人番号 

（１） 納税義務者の住所及び氏名又は名称 

（２）～（６） 略 （２）～（６） 略 

（宅地化農地に対して課する固定資産税の納

税義務の免除等） 

（宅地化農地に対して課する固定資産税の納

税義務の免除等） 

第１１条の４ 略 第１１条の４ 略 

２ 法附則第２９条の５第２項の申告は、次の

各号に掲げる事項を記載した申告書に施行規

則附則第８条の３第２項第１号に掲げる書類

を添付してしなければならない。 

２ 法附則第２９条の５第２項の申告は、次の

各号に掲げる事項を記載した申告書に施行規

則附則第８条の３第２項第１号に掲げる書類

を添付してしなければならない。 

（１） 所有者の住所、氏名又は名称及び個

人番号又は法人番号 

（１） 所有者の住所及び氏名 

（２）～（４） 略 （２）～（４） 略 

３ 法附則第２９条の５第３項の申請は、次の

各号に掲げる事項を記載した申請書に施行規

則附則第８条の３第２項第２号に掲げる書類

を添付してしなければならない。 

３ 法附則第２９条の５第３項の申請は、次の

各号に掲げる事項を記載した申請書に施行規

則附則第８条の３第２項第２号に掲げる書類

を添付してしなければならない。 

（１） 所有者の住所、氏名又は名称及び個

人番号又は法人番号 

（１） 所有者の住所及び氏名 

（２）～（４） 略 （２）～（４） 略 

４ 法附則第２９条の５第５項の申請は、次の

各号に掲げる事項を記載した申請書に施行規

則附則第８条の３第２項第３号に掲げる書類

４ 法附則第２９条の５第５項の申請は、次の

各号に掲げる事項を記載した申請書に施行規

則附則第８条の３第２項第３号に掲げる書類
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＿部分は改正部分 

町田市市税条例新旧対照表 

改正後 改正前 

を添付してしなければならない。 を添付してしなければならない。 

（１） 所有者の住所、氏名又は名称及び個

人番号又は法人番号 

（１） 所有者の住所及び氏名 

（２）～（４） 略 （２）～（４） 略 

（東日本大震災に係る固定資産税の特例の適

用を受けようとする者がすべき申告等） 

（東日本大震災に係る固定資産税の特例の適

用を受けようとする者がすべき申告等） 

第２２条 法附則第５６条第１項（同条第２項

において準用する場合を含む。）の規定の適

用を受けようとする者は、当該年度の初日の

属する年の１月３１日までに次に掲げる事項

を記載した申告書を市長に提出しなければな

らない。 

第２２条 法附則第５６条第１項（同条第２項

において準用する場合を含む。）の規定の適

用を受けようとする者は、当該年度の初日の

属する年の１月３１日までに次に掲げる事項

を記載した申告書を市長に提出しなければな

らない。 

（１） 納税義務者の住所、氏名又は名称及

び個人番号又は法人番号並びに当該納税義

務者が令附則第３３条第１項第３号から第

５号まで又は第３項第３号から第５号まで

に掲げる者である場合にあっては、同条第

１項第１号若しくは第２号又は第３項第１

号若しくは第２号に掲げる者との関係 

（１） 納税義務者の住所及び氏名又は名称

並びに当該納税義務者が令附則第３３条第

１項第３号から第５号まで又は第３項第３

号から第５号までに掲げる者である場合に

あっては、同条第１項第１号若しくは第２

号又は第３項第１号若しくは第２号に掲げ

る者との関係 

（２）～（４） 略 （２）～（４） 略 

２ 略 ２ 略 

３ 法附則第５６条第４項に規定する特定被災

共用土地（以下この項において「特定被災共

用土地」という。）に係る固定資産税額の按

分の申出は、同項に規定する特定被災共用土

地納税義務者（以下この項において「特定被

災共用土地納税義務者」という。）の代表者

が毎年１月３１日までに次に掲げる事項を記

載した申出書を市長に提出して行わなければ

ならない。 

３ 法附則第５６条第４項に規定する特定被災

共用土地（以下この項において「特定被災共

用土地」という。）に係る固定資産税額の按

分の申出は、同項に規定する特定被災共用土

地納税義務者（以下この項において「特定被

災共用土地納税義務者」という。）の代表者

が毎年１月３１日までに次に掲げる事項を記

載した申出書を市長に提出して行わなければ

ならない。 

（１） 代表者の住所、氏名又は名称及び個

人番号又は法人番号 

（１） 代表者の住所及び氏名 

（２）～（５） 略 （２）～（５） 略 

４ 略 ４ 略 
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＿部分は改正部分 

町田市市税条例等の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

第１１条第２項中「外国法人」を「法の施行

地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を

有しない法人（以下この節において「外国法人」

という。）」に、「その事業が行われる場所で

地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号。

以下「令」という。）第４６条の４に規定する

場所をもって」を「恒久的施設（法第２９２条

第１項第１４号に規定する恒久的施設をい

う。）をもって、」に改める。 

第１１条第２項中「外国法人」を「法の施行

地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を

有しない法人（以下この節において「外国法人」

という。）」に、「その事業が行われる場所で

地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号。

以下「令」という。）第４６条の４に規定する

場所をもって」を「恒久的施設（法人税法第２

条第１２号の１８に規定する恒久的施設をい

う。）をもって、」に改め、同条第３項中「令」

を「地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５

号。以下「令」という。）」に改める。 

附 則 附 則 

（施行期日） （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。 

（１）～（３） 略 （１）～（３） 略 

（４） 第１条中町田市市税条例第１１条第

２項、第３８条、第４１条第１項及び附則

第１４条の改正規定並びに次条第４項、附

則第５条及び第６条（新条例附則第１４条

に係る部分に限る。）の規定 平成２８年

４月１日 

（４） 第１条中町田市市税条例第１１条、

第３８条、第４１条第１項及び附則第１４

条の改正規定並びに次条第４項、附則第５

条及び第６条（新条例附則第１４条に係る

部分に限る。）の規定 平成２８年４月１

日 

（５）・（６） 略 （５）・（６） 略 
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